
空き家対策関係の補助金について 
只見町では、町内にある空き家の有効活用を図り、町内への移住・定住を促進する

ため、住宅に関連する様々な費用を助成しています。 

■事業名、補助概要 

事業名 補助概要 

【取得】 

住宅取得支援 

事業補助金 

新たに住宅を取得し、定住しようとする者を対象に住宅の取得費用

を助成します。 

※既存住宅の建て替えにかかる費用は対象となりません。 

※県外移住者は条件を満たすことで福島県補助金が上乗せされます。 

【補助率・限度額】 

対象経費の１／２  

新築住宅 上限５０万円 中古住宅 上限３０万円 （加算要件あり） 

【改修】 

空き家改修事業 

補助金 

 次のいずれかに該当する者の空き家の改修費用を助成します。 

・空き家を取得又は賃借し、定住しようとする者 

・所有する空き家を町の空き家バンクに登録し賃貸しようとする者 

・所有する空き家を滞在交流施設や地域生活施設に改修し、利活用を 

 しようとする個人又は法人 

※空き家を新たに取得してから１年未満の方が対象となります。 

※施工業者は町内業者のみ補助金の対象となります。 

【補助率・限度額】 

対象経費の１／２ 上限１５０万円 （加算要件あり） 

※補助金の交付は１世帯につき１回、１物件につき合計補助額が 

 １５０万円を上限とします。 

【整理】 

家財処分費等 

補助金 

次のいずれかに該当する者の家財処分費等を助成します。 

・空き家を取得又は賃借し、居住しようとする者 

・所有する空き家を解体しようとする者 

・所有する空き家を町の空き家バンクに登録しようとする者 

※処分等に係る委託業者は南会津郡内の業者のみ対象となります。 

【補助率・限度額】 

対象経費の１／２ 上限２０万円 

【解体】 

空き家等解体 

工事補助金 

 空き家の解体費用を助成します。 

※住宅の建て替えのための解体は対象となりません。 

※解体業者は南会津郡内の業者のみ対象となります。 

【補助率・限度額】 

対象経費の２／３ 上限３０万円 （加算要件あり） 

※申請を検討される際は、必ず事前相談をお願いします。 
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例えば、このように補助金を活用できます 
 

（パターン１） 
  ・空き家の管理が大変。            

                           ・売りたい、貸したい。          
                                                    ・解体したい。 

       まずは、 
 

・不要な家財等を処分し、 
空き家がスッキリ！ 
 

【利活用】                 【解体】 
   

                  
            

          ・改修して魅力的な物件へ！ 
             ※賃貸目的のみ 
 
                       
 
 
・住宅を探している人へ   ※場合により解体 ・家財等がないため解体費用が 
賃貸か売却を検討                削減されます。 

                        
※空き家管理のポイント 

立地が良い、設備が新しいなど魅力ある空き家は、 
利活用を検討してみましょう。 
また、今後も続く空き家管理を考え、一度空き家の  ・解体後は空き地バンクへ登録 
解体を検討してみてはいかがでしょうか。      ・宅地を探している人へ売却 

 
 
（パターン２） 
                           ・住宅を新築したい。 
                           ・中古住宅を購入したい。 

 
 

                                                   ・住宅の取得費用 
を助成します。 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

・空き家にある不要品を処分                          
・住みやすくリフォーム！ 

空き家を所有している 

住宅を探している 

家財処分費等補助金 

住宅取得支援事業補助金 

新築住宅を取得 中古住宅を取得 

空き家改修事業補助金 

家財処分費等補助金 

空き家改修事業補助金 

空き家等解体工事補助金 

空き地バンクへ登録 

空き家バンクへ登録 


